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都市計画のあらまし
名 古 屋 市 住 宅 都 市 局 都 市 計 画 課



地域地区とは、都市での合理的な土
地利用を図るために、建築物などの用途、
建蔽率、容積率、高さ、構造などを集団
的に規制するもので、用途地域、特別用
途地区などのことを言います。

促進区域とは、定められた区域内の土地所有者等に、一定の土地利用を実現するための整備開発を義務付けるものです。この
促進区域には、市街地再開発促進区域や土地区画整理促進区域などがありますが、一定期間内に整備開発が実現されないと
きは、公的機関が代わって実施することになります。名古屋市では現在、土地区画整理促進区域が指定されています。

用途地域には、第一種低層住居専用地域、第二種
低層住居専用地域、第一種中高層住居專用地域、第
二種中高層住居專用地域、第一種住居地域、第二種
住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地
域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地
域の13種類があります。用途地域では建築物などの用途
のほか、建蔽率、容積率などを制限しています。

用途地域

特別用途地区は、特別の目的から特定の用途の利便の増
進、環境保護などを図るため、用途地域内の一定の地区に定
められます。名古屋市では現在、特別工業地区、文教地区、
中高層階住居専用地区、研究開発地区、大規模集客施設
制限地区、スポーツ・レクリエーション地区、特別低層住居専用
地区が指定されています。

特別用途地区

その他、日照、通風などといった市街地環境の保護及び土
地の有効利用を図るための高度地区、土地の高度利用と都
市機能の更新とを図るための高度利用地区、都市の再生に
貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るための都市
再生特別地区、火災の危険から地域を守るための防火地域・
準防火地域、都市環境の保全を図り、風致を維持していくた
めの風致地区、特別緑地保全地区、緑の創出・緑化により都
市環境の向上を図るための緑化地域等が指定されています。

その他の地域地区

都市計画とは、そのまちに住む人々が健康で文化的に
暮らし、機能的に活動できることを目的として定める、土
地の利用、市街地の開発、各種施設に関する計画のこと
をいいます。
また、都市計画は国土形成計画、中部圏開発整備

計画、愛知県地方計画などの国土計画、地方計画に適
合している必要があり、さらに名古屋市基本構想、総合
計画を実現させるための具体的施策としての位置づけも
あります。

都市計画区域は、都市計画を立案するための基本となる区域のことです。現在の名古屋都市計画区域は、名古屋市及び近
隣16市町村を含む区域となっています。

都 市 計 画 区 域

都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要に応じて市街化区域と市街
化調整区域との区分（区域区分）を定めることができます。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を

図っていく区域のことです。市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことです。
大都市を含む都市計画区域においては、この区域区分を定めるものとされています。現在の名古屋市の区域区

分は、昭和45年11月に決定され、令和7年3月に変更されたものです。

区 域 区 分

地 域 地 区

促 進 区 域

都 市 計 画 と は



道路は、都市の骨組み
をかたち作り、自動車などの
都市交通を支える重要な
施設です。また、電気、ガス、
上下水道などの供給処理
施設の設置場所として、さ
らに採光、通風、あるいは
防災上の空間として、さまざ
まな機能を持って都市を支
えています。

道路

若宮大通・名古屋高速東山線

公園・緑地
公園・緑地は、市民のレ

クリエーション活動や憩いの
場であるとともに、防災や景
観の向上、環境保全など
様々な働きも併せもっており、
都市生活に欠くことのでき
ない施設です。

鶴舞公園

都市高速鉄道
都市高速鉄道は、通勤、

通学をはじめとする多様な
交通を受け持ち、道路ととも
に都市交通の主要な役割
を果たすものです。現在、地
下鉄・連続立体交差事業
区間などの鉄道やガイドウェ
イバスなどの新交通システム
を都市高速鉄道として都市
計画決定しています。

ガイドウェイバス

その他の都市施設
名古屋市においては、その

他の都市施設として駐車場、
自動車ターミナル、墓園、下
水道、ごみ焼却場、ごみ処
理場、運河、学校、市場、と
畜場、火葬場、一団地の住
宅施設、一団地の官公庁
施設、流通業務団地を都
市計画決定しています。

中川運河

地 区 計 画
地区計画は、地区レベルのきめ細かなまちづくりのための制度です。地区施設や建築物、土地利用に関する事項

を計画地区内の住民意向を反映しつつ総合的・一体的に定め、その地区の特性にふさわしいまちづくりを進めます。
また、地区計画の中で、一定規模以上のまとまった地区において、基盤施設の整備などを条件に、通常の規制を

一定限度緩和することができる「再開発等促進区」や、大規模集客施設の立地が禁止されている地域で例外的に
立地を認めることができる「開発整備促進区」を定めることができます。

土地区画整理事業 市街地再開発事業
土地区画整理事業とは、一定の区域内で、

道路、公園などの公共施設の整備と宅地の利
用増進を図ることを目的に行う事業のことです。
名古屋市では、戦災で焼失した区域を復興

土地区画整理事業で整備してきました。また、市
内各地で市や民間の組合等による土地区画整
理事業を進めています。

市街地再開発事業とは、市街地内の土地の
合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更
新を図るため、建築物等の整備とともに、道路な
どの公共施設の整備を合わせて行うものです。

市 街 地 開 発 事 業

都 市 施 設

名古屋市では、用途地域・特別用途地区・高度地区をはじめとする地域地区や、道路・都市高速鉄道・公園を
はじめとする都市施設、土地区画整理事業・市街地再開発事業をはじめとする市街地開発事業などを都市計画
決定しており、それらを一覧にまとめています。

都 市 計 画 決 定 一 覧
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都 市 景 観

地 域 ま ち づ く り の 推 進

名 古 屋 都 市 セ ン タ ー

個性的で魅力のあるまちづくりを進めていくうえで、都市景観の整備は大切な施策です。名古屋市では都市景観
条例及び都市景観基本計画を定めるとともに、景観法に基づく景観計画を策定し、都市景観形成地区の指定や
大規模建築物等の届出などにより、良好な都市景観の形成を進めています。また、屋外広告物条例を定め、屋外
広告物の許可等を行っています。

歴 史 ま ち づ く り
地域に残された様々な歴史的資源を活かした魅力的な都市環境の形成に向け、名古屋市歴史まちづくり戦略

等に基づき、歴史まちづくりを推進しています。
歴史的建造物の保存・活用を推進するため、身近な歴史的建造物を地域の資産として登録・認定するとともに、

市内に残る歴史的な町並みを保存するため、市内４地区を町並み保存地区に指定し、その中でも有松地区におい
ては、保存地区内の東海道沿いを伝統的建造物群保存地区に指定しています。

地域まちづくりとは、地域がより良くなるために、地域のカ（考え）で地域を育てることです。
地域の多様な主体の参画のもとに、地域の将来像とその実現のための方針を共有し、それぞれの役割分担を明

確にして、まちの魅力づくり、住環境の維持、防災性の向上など地域ごとの強みや弱みを踏まえた特色あるまちづくり
の取り組みを推進していきます。

名古屋都市センターは、市民・企業・行政など多様な主
体を結び、まちづくり活動を支援する拠点としての役割を担っ
ています。まちづくりに関する「調査・研究」「情報の収集・提
供」「人材育成・交流」を柱とした事業の実施を通じて、本
市のまちづくりの推進や地域主体の活動の促進などに寄与
するため活動しています。
これまでの研究成果や所蔵資料のデジタルアーカイブ、イベ

ント情報などは、名古屋都市センターウェブサイトからご覧くだ
さい。

都市センターが入居する金山南ビル

（金山総合駅南口から徒歩１分）

1階中央のエレベーターで11～14階へ

お越しください。

公益財団法人名古屋まちづくり公社 名古屋都市センター
名古屋市中区金山町一丁目１番１号(金山南ビル内)

14階は貸会議室です。ま
ちづくりに限らない様々な打
合せ等にご利用いただけます。
(有料、要申込)

貸会議室（14階）

12階のまちづくりライブラ
リーは、まちづくりに関する専
門図書館です。名古屋のま
ちづくりの歴史や新しいまちづ
くりの情報を収集、提供して
います。

まちづくりライブラリー（12階）

どなたでもご利用いただけます。

金山南ビル11階まちづくり
広場では、常設展示コーナー
において戦後の復興土地
区画整理事業を経て現在
まで続くまちづくりの足跡を
紹介し、市域の大判航空
写真や都心部の模型等を
展示しています。 .

まちづくり広場（11階）

まちを眺めながらくつろげる喫茶コーナー
もあります。

ホールでは各種講演会やワークショップ
等を行っています。

11階にはホールや企画展
示コーナーもあり、シンポジウ
ムや様々な企画展示等を
行っています。



©Image courtesy of the Earth Science and Remote Sensing Unit,
NASA Johnson Space Center, NASA Photo ID ISS073-E-414170

「名古屋都市計画街路及運河網図（大正13年3月発行）」
（編纂者：都市計画愛知地方委員会）

現在 大正13年

こ れ か ら の ま ち づ く り
名古屋のまちづくりは、慶⾧15年(1610)の名古屋城築城、「清須越し」と呼ばれる清須から名古屋への町ぐるみの移転と、碁

盤割の城下町の形成によってはじまりました。その後、大正から昭和にかけての土地区画整理事業を中心とした大胆な都市計画、
そして戦災復興事業による復興と、現代まで続く市街地整備によって快適で良好な現代都市名古屋が形成されてきました。
一方、人口減少やライフスタイルの変化、大規模災害への対応など、本市は様々な社会課題に直面しています。こうした課題を

ふまえ、将来の都市像やまちづくりの方向性を示す方針として「名古屋市都市計画マスタープラン」や「なごや集約連携型まちづくり
プラン（立地適正化計画）」を策定し、目指す将来都市構造の実現に向けて取り組みを進めています。
日々変化する現代社会の中で、将来の都市像を見極め、様々な主体が協働してより良い都市を形成していくことが必要です。

単なる都市機能の集合体としてではなく、名古屋で暮らす一人ひとりの生活の舞台としての都市を目指し、まちづくりに取り組んで
いきます。

お問い合わせ先や詳細は、各項目の二次元コードからご確認ください。

都 市 計 画 決 定 手 続

名古屋市案の作成 都市計画案の公告 名古屋市都市計画審議会 都市計画の決定・告示

公聴会・説明会等の開催 案の縦覧・意見書の受付 意見書の要旨を提出 都市計画図書の縦覧

名 古 屋 の ま ち と 都 市 計 画
名古屋市上空から撮影された現在の衛星写真（左）と、大正13年(1924)に決定された都市計画街路網及び運河網の配

置図（右）を見比べてみましょう。大正9年(1920)の都市計画法施行後、名古屋市最初の都市計画事業として進められたこの
都市計画からは、都市の発展とまちの営みを思い描き、名古屋の未来を切り拓こうとした、先人たちの底力が垣間見えます。

名古屋市住宅都市局都市計画課 TEL：052-972-2798 Mail：a2798@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

名古屋市都市計画情報提供サービス用途地域照会窓口 T E L：0 5 2 - 9 7 2 - 2 7 9 7
(受付時間 平日8:45～12:00、13:00～17:15)


